
仕 様 書 

 

１ 件 名 

プリンタートナーカートリッジの買入れ（単価契約）について 

 

２ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 品名・数量等 

  別紙１「内訳書」のとおり（ただし、数量は予定数量であり、変動するものである） 

 

４ 納品場所 

  〒173-0015 東京都板橋区栄町 35-2 

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター ２階事務室内検収センター 

 

５ 納 品 

  原則として、発注日から５営業日までに指定場所に納品すること。 

 

６ 物品仕様 

別紙１「内訳書」の製品は全てメーカー純正品のみとする。また、物品に不具合が発生した場合は、 

速やかに代替品と交換すること。 

 

７ 発注方法 

  速やかな発注方法ができるよう当センター担当者と協議のうえ決定すること。 

 

８ 検収及び支払方法 

（１）請求書については、月毎に納品した内容をとりまとめ、翌月 10 日までに提出すること。請求金額 

については、品名毎の数量に単価を乗じた合計に消費税を加算した金額（1円未満切り捨て）とす 

ること。 

（２）請求書受領後、当センター担当者の検査をもって検収し、月末までに支払う。 

 

９ その他 

（１）受注者は物品納入の際、または発注者の依頼により適宜使用済みカートリッジ等の回収（無償） 

を行い、適法に処分すること。 

（２）契約期間中に推定総金額を超過した際は、以降の納入品目及び予定数量を通知し、新たな推定総 

金額に変更するものとする。なお、本契約では発注数量が予定数量を超過する場合でも契約を打 

ち切らない。 

（３）環境により良い自動車利用 



本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 

① 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12 年東京都条例第215 号)第37 条のディ 

  ーゼル車規制に適合する自動車であること。 

② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特 

  別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。 

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の 

提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

担当 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター  

経営企画局 経営企画課 情報システム係  

電話 ０３－３９６４－１１４１（内)１２１６ 


